
　

※3)　申請に必要な書類は、神戸市ホームページの罹災証明のページ、または、別紙「自己判定方式（写真判定）による罹災証明書の交付」をご参照ください。

★上記フローチャートは一般的な申請の流れです。フローチャートに当てはまらない場合や申請の判断に迷われる場合は、担当職員にご相談ください。

1⃣　「罹災証明書」が必要と言われた　もしくは　確認していない ⇒ 　　へ進む

2⃣　「罹災届出証明」が必要と言われた ⇒ 　　へ進む

1⃣　一部損壊に該当する被害※2）。若しくは、浸水による床下浸水の被害を被りかつ写真を撮っている⇒　　　へ進む

2⃣　写真がない、あるいは、1⃣に該当しない被害を被った ⇒ 　　へ進む

※2)　一部損壊に該当する被害の例は、以下の「【参考】一部損壊に該当する被害の例」をご参照ください。なお、申請者

自身が被害の程度を判断することが困難な場合は、　　を選択してください。

４　住家はどの程度の規模の被害を被りましたか。以下の1⃣、2⃣から選択してください。

「罹災証明書」及び「罹災届出証明」申請に係るフローチャート

被災した物件の種類や被害の程度により、交付される証明書の種類や調査の手法が異なります。本フローチャートを参考にしてください。

３　被災した物件は、被害が確認できる状況ですか。以下の1⃣～３⃣から選択してください。

1⃣　浸水跡や壁のひび割れ等被害の痕跡が残っている。…など被害が確認できる状況※1) ⇒ 　　へ進む

2⃣　既に家屋修理や清掃済みのため、現在は被害の程度が確認できない。かつ、被災当時の写真を撮影していない。…など被害が確認できない状況 ⇒ 　　へ進む

３⃣　1⃣かつ三井住友海上火災保険株式会社の被保険者（水害の場合のみ） ⇒ 　　へ進む

※1）　1⃣のうち、壁や屋根等の外観に損傷がない雨漏りによる被害の場合は、漏れている箇所の写真をとって　　へ進むか、　　を選択してください。

2　被災した物件の種類は、以下1⃣、2⃣のうち、どちらですか。

1⃣　住家（戸建住宅、共同住宅、寮、店舗兼用住宅の住宅部分　など） ⇒ 　　　へ進む

2⃣　非住家（学校・病院・公民館・神社・仏閣・工場・事務所・店舗等の家屋、車両、家財、田、畑、庭の石垣　など） ⇒ 　　へ進む

1　被災の程度を証明する書類の提出先（保険会社など）に、必要書類について確認されましたか。以下1⃣、2⃣から選択してください。

【参考：一部損壊に該当する被害の例】

・大雨や暴風、地震の影響による瓦の一部がずれ、破損が生じた被害、浸水の影響による壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害　等

★一部損壊に該当する被害の考え方等の詳細は、別紙「自己判定方式（写真判定）による罹災証明書の交付」裏面の写真を参考にしてください。

被害の程度を証明する「罹災証明書」ではなく、

市が被害届出を受理したことを証明する「罹災届

出証明」を交付します。

「罹災届出証明」に必要事項を記入してくださ

い。

B　実地調査を要する罹災証明書の申請

※3）

A　自己判定方式による罹災証明書の申請

※3）

ご提出いただいた写真で被害判定を行い、後日罹

災証明書を交付します。

「罹災証明書交付申請書」に必要事項を記入のう

え、下段「自己判定方式により交付を希望する場

合」の欄に☑を入れてください。

写真が紙か画像かにも☑を入れてください。

職員が被災家屋に直接伺って実地調査を行

い、後日罹災証明書を交付します。

「罹災証明書交付申請書」に必要事項を記入

してください。

Ｄ　罹災届出証明の申請

※3）

C　保険会社の調査結果を利用した

罹災証明書の申請

水害の場合で、三井住友海上火災保険株式会社

の被保険者の方は、当該会社との合意によって

判定結果を当該会社より提供してもらうため、

「罹災証明書交付申請書」最下段の「神戸市へ

の情報提供について同意しています」に☑を入れ

てください。
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